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はじめに

　平成26年４月から消費税率が８％に改定される
ことが決まりました。税率の上昇はマイホーム等
を建てようと考えていた人にとっては特に影響が
あるということで、一時期新聞紙面を賑わせてい
たのを覚えている方もいるのではないでしょう
か。
　さて、“家を建てる”という行為について考えて
みますと、間取りや外観を考えるのも重要ですが、
その家が建築基準法等に適合しているかどうかの
確認を得る必要があり、これを建築確認といいま
す。その建築確認を行う公の機関が“建築行政”の
担当部署で、建築確認事務は建築行政の一部です。
　この建築基準法に基づく建築行政は、建築主事１

による建築確認２と、特定行政庁３による建築許
可などを大きな柱としています（以降、本調査に
おける建築行政の定義とします。）。しかし、この
建築行政という分野は、特定行政庁となっていな
い市町村の職員にはあまり馴染みがないものと思
います。
　例えば、建築基準法では、建築主事について、
広域自治体である都道府県には必置としていま
す。一方、基礎自治体については人口25万人以上
の政令で定められた市では必置ですが、それ以外
の市町村での配置は任意となっています。そのた
め、必置義務がない市町村の多くは特定行政庁に ⁴ 財団法人地方自治情報センターホームページ（https://www.

lasdec.or.jp/）によります（平成25年１月１日現在。東京都の23
区を含みます）。

⁵ 全国建築審査会協議会ホームページ（http://www.zenkenshin.
jp/）によります（東京都の23区を含みます）。

⁶ 全国建築審査会協議会ホームページによります。
⁷ 多摩・島しょ地域39市町村を対象に、平成25年８月１日現在に

おいて、⑴建築行政を担う部署の有無及び名称、⑵建築行政に
かかる全職員数、建築職の職員数、建築主事の人数等、⑶建築
行政業務を行うことにした理由、⑷建築行政業務を行ったこと
のメリット、⑸同デメリット、⑹同課題、⑺建築行政の今後の
取り組み希望、⑻建築行政業務を行っていない理由、⑼建築行
政業務を行っていない市町村の今後の取り組み意向の９項目に
ついて、平成25年８月13日から27日にかけてアンケート調査を実
施し、市町村の意向を把握しました。

¹ 都市計画用語研究会（2012）によると、「建築物や工作物の建築
計画等が建築基準関係規定、その他建築物の敷地、構造及び建
築設備などに関する法令の規定に適合していることを確認する
権限を有している都道府県又は特定の市町村の職員のこと」と
あります。

² 建築確認は民間でも実施しています。
³ 都市計画用語研究会（2012）によると、「原則として、建築主事

の置かれた市町村の区域内については、当該市町村の長のこと
をいい、その他の市町村の区域内については、都道府県知事の
ことをい」い「権限を有する建築基準法の執行機関である」と
あります。

建築行政の現状について
調査部研究員　栁　澤　　　剛

１．多摩・島しょ地域における建築行政の現状

　まず始めに、多摩・島しょ地域の市町村におけ
る建築行政実施の実態について見てみます。39団
体中９団体のみが建築行政を行っていることが分
かりました（図１）。このうち、建築基準法によ
り建築主事の配置が義務付けられた団体は２団体
で、残りの７団体は任意で実施していることにな
ります。
　また、建築行政を行っている団体はすべて市で
した。建築基準法によれば、必ずしも市でなけれ
ば行えないという制限はありませんが、多摩・島
しょ地域には町村も含め基礎自治体は39団体あり
ますので、実施は一部の団体に限られている現状
がわかりました。
　次に、建築行政を行っている市に、建築行政に
携わる人員について聞きました。建築行政に携わ
る全職員数、建築職８の職員数、建築主事の人数
等を示したものが表１です。
　建築行政を行っている９団体の平均は、全職員
19.9人、建築職13.7人、建築主事1.8人、管理職1.2
人でした。これらの人数は、従来から建築系の職

⁸ 本調査においては、辞令上の技術職、事務職等に関わらず主と
して建築分野に携わることを目的に採用された職員のことを指
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はなっておらず、市町村として建築行政を行って
いないのが現状のようです。ちなみに、全国に
は1,742の市区町村があります４が、平成25年４月
１日現在、404団体が特定行政庁になっており５、
そのうち必置義務があるのは88団体６です。
　そこで、本調査では、多摩・島しょ地域の39市
町村において、建築行政を行っている市町村の状
況を把握します。必置義務のない市町村において、
なぜ特定行政庁になっているのかについて確認す
るとともに、特定行政庁となることのメリットに
ついても考えていきたいと思います。
　具体的には、「多摩・島しょ地域39市町村にお
ける建築行政に関するアンケート調査７」を通じ
て、多摩・島しょ地域の各市町村の現状を把握・
整理するとともに、他地域の事例を紹介すること
で、建築行政を行っている場合は自市町村の建築
行政について、行っていない場合はその導入につ
いて、考えるきっかけを提供したいと思います。

員等を配置している部署にプラスして新たに配置
しなければならない人数であると仮定するなら
ば、決して少ない人数の増員とは言えません。
　また、建築職の職員を少なからず配置している
ことから、建築行政の導入時には、職員の配置転
換及び新規採用が行われたと推測できます。
　このように、建築行政を行う場合、一定数の専
門職を含めた職員を配置しなければならないこと
がわかりました。

２．多摩・島しょ地域における建築行政の現状

⑴建築行政を実施している団体

　建築行政を行っている団体に対して、その導入
理由について聞いた結果を図２に示しました。必
置義務のある２団体を除くと、そのほとんど（６
団体）が「自市町村のまちづくりに有効と考えた
から」を理由に挙げています。

します。

かゆいところに手が届く！

図２　建築行政を実施した理由

表1　建築行政に携わる人員 （単位：人）

図１　建築行政の実施状況

全職員数 建築職の
職員数 建築主事

総数 建築主事
管理職数

A市 34 23 1 1
B市 17 14 2 1
C市 17 15 2 1
D市 18 12 2 1
E市 14 10 2 1
F市 17 10 2 2
G市 36 25 2 1
H市 13 8 2 2
I市 13 6 1 1
平均 19.9 13.7 1.8 1.2


